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（目的）
第１条 この条例は、臼杵市まちづくり基本条例（平成２４年臼杵市条例第３０号）第１２条の規定に基づき、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、最上位の計
画として臼杵市総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１） 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
（２） 基本構想 まちづくりの基本的な理念であり、本市のめざす都市像及び将来の基本目標を示すものをいう。
（３） 基本計画 本市のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における都市像及び基本目標の実現に向けた施策の基本的方針及び体系並びに目標値を示
すものをいう。
（臼杵市総合計画の策定手続）
第３条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、臼杵市総合計画審議会（以下「審議会」という。）に諮問するものとする。
２ 審議会は、市長の諮問に応じ、臼杵市総合計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。
３ 市長は、前項の答申を踏まえ、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
４ 前３項の規定は、基本構想の変更について準用する。
（臼杵市総合計画審議会の設置）
第４条 前条第１項の規定により諮問された事項を審議するため、臼杵市総合計画審議会を置く。
２ 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する１５人以内の委員をもって組織する。
（１） 識見を有する者
（２） 公共的団体等の代表者
３ 委員の任期は、市長が委嘱した日から、諮問に係る審議が終了し市長に答申した日までとする。
４ 審議会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。
５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
６ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
７ 審議会の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。
８ 次条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
（審議会の会議）
第５条 審議会は、会長が招集する。
２ 会長は、審議会の議長となる。
３ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
５ 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
（公表）
第６条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
２ 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講じ、その実施状況について、適宜公表するものとする。
（総合計画との整合）
第７条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更したときは、総合計画との整合を図るものとする。
（委任）
第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

臼杵市総合計画条例（平成２６年１２月１９日条例第２８号）

1



2

＜役割＞

市長より諮問された基本構想の策定に関する事項を審議し、その結果を市長に答申する

＜組織構成＞
市長が委嘱する15人以内の委員（識見を有する者、公共的団体等の代表者）

＜委員名簿＞

第１回
（2024（R6）.10.3）

委嘱、会長選出、
諮問、説明・報告

第２回
（2025（R7）.3.19）

総合計画骨子案の審議①

第３回
（2025（R7）.3.24）

総合計画骨子案の審議②

第４回
（2025（R7）.5.26）

最終確認
答申案の検討、答申

氏名 団体/役職

1 吉村 充功 日本文理大 副学長 教授

2 内藤 康弘 臼杵市議会 議長

3 梅田 德男 臼杵市議会 総務委員長

4 小手川 強二 臼杵商工会議所 会頭

5 疋田 忠公 臼杵市自治会連合会 会長

6 三重野 猛志 臼杵市社会福祉協議会 副会長

7 平松 愛子 臼杵市ＰＴＡ連合会 副会長

8 道脇 慎一郎 臼杵市消防団 団長

9 廣戸 英吉 大分県漁業協同組合臼杵地区 漁業運営委員長

10 利光 京子 臼杵市防災士会 うすき女性防災士連絡協議会 会長

11 吉良 秀代 臼杵市民生委員児童委員協議会 主任児童委員

12 堀 京子 大分県農業協同組合南部エリア 野津女性部 部長

13 竹村 仁 臼杵市医師会立コスモス病院 事務長

14 神田 寿恵 臼杵市保育協議会 すみれこども園 園長

15 飯田 雄二 株式会社大分銀行臼杵支店兼江無田支店 支店長

＜スケジュール＞

臼杵市総合計画審議会



令和５年度
（2023） 令和６年度(2024) 令和７年度(2025)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

基本構想

基本計画 完成・配布

パブリック
コメント

中高生アンケート

市民アンケート

市民ワークショップ（5）

臼杵市総合計画策定委員会＜部会＞

①審議会

第２次臼杵市総合計画検証、現状分析

②➂審議会

臼杵市総合計画策定委員会 ※計１０回実施

調
整

現時点
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＜臼杵市総合計画審議会＞
第１回（2024（R6）.10.3） 委嘱、会長選出、諮問、説明・報告
第２回（2025（R7）.3.19） 総合計画素案の審議①
第３回（2025（R7）.3.24） 総合計画素案の審議②
第４回（2025（R7）.5.26） 最終確認、答申案の検討、答申

策定スケジュール

関係団体・地域振興協議会
アンケート

★３月市議会
（報告）

★６月市議会

議案上程

④審議会

★３月市議会
（報告）
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前回の審議会（3/19.3/24）でいただいたご意見の対応

＜分類>

第２回及び第３回臼杵市総合計画審議会で委員の皆様からいただいた第３次臼杵市総合計画（骨子案）に対するご意見は102件あり、分類は以下のと
おりです。

分類 件数

（１） 修正対応をおこなったもの 42

（２） 説明対応をおこなったもの 47

（３） 参考とするご意見 17

計 102

＜「第３次臼杵市総合計画（骨子案）」に対する意見等の概要及び対応について＞

〇 いただいたご意見は、整理・要約しています。

〇 いただいたご意見のうち、主なご意見を抜粋して(№1～№24）掲載しています。

№
参考資料3

№ ご意見 該当箇所 対応

1 4
まちづくりの目標４学びのあるまちの冒頭に幼児教育に
関する言葉が全く出てきていないため、幼児に関する部
分を、少し取り上げていただきたい。

まちづくり
の目標

「乳幼児教育や」を追加しました。

2 5
まちづくりの目標２安心・安全なまちの中で「自助」「共
助」に加え、「公助」が入っていいないため、入れていただ
くよう検討いただきたい。

まちづくり
の目標

「減災対策や災害支援等の「公助」により、 」を追加しまし
た。

3 13

重点プロジェクト１の文中に大人を中心にした子育て支
援や親がどれだけ子育てがしやすくするかということを
主にいわれているが、こどもの気持ちになった部分の言
葉を入れていただきたい。

重点プロ
ジェクト

「臼杵で育つこどもたちが『このまちで成長したい』」を追
加しました。
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№
参考資料3

№ ご意見 該当箇所 対応

4 15
重点プロジェクトの2の文中に「農林水産業」という言葉
を追加してほしい。

重点プロ
ジェクト

「農林水産業をはじめとする地場産業の」を追加しました。

5 18
ものさしの「地域で子育てしたい思う親の割合」の基準
値が98.3と高いという状況で、100という目標値がも
のさしとしてなり得るのかご検討いただきたい。

施策（1）
本施策を包含した重要なものさしであるため、本ものさ
しで進めさせていただきます。

6 31

5年後のめざす姿の冒頭「区長や民生委員、福祉委員等
が福祉的課題を抱えている人に気づき」は、趣旨はよく
わかるが、これらの人にすごく責任を負わせてるような
印象が強く残るため、再検討いただきたい。

施策（6）
地域共生社会の実現に向け、民生委員や福祉委員の
方々だけではなく、行政もしっかりと連携し、対応を行う
ことがわかるよう「行政などの」を追加しました。

7 38

取組方針（４）移住定住施策にかかる横断的な庁内連携
体制の構築は目的ではなく、構築したその先に、何を強
化するのかを記載する必要があると思うので、検討いた
だきたい。

施策（8）
取組方針を「「移住定住施策にかかる横断的な庁内連携
体制の構築」から「横断的な庁内連携による移住定住施
策の強化」へ修正し、体制構築の目的を方針としました。

8 39
5年後のめざす姿の方向性は問題ないと思うが、整備が
5年でここまでいくのかなという感覚があり、行き過ぎ
た表現な気もするため、再度検討いただきたい。

施策（9）
「～臼杵らしい魅力あるまちづくりができています 。」を
「臼杵らしい魅力あるまちづくりが進んでいます。」へ修
正しました。

9
43-
44

ものさし「整備済延長」年当たりメートルの表現だと毎年
延長伸ばしていかなければならない表現になり、1キロ
以上整備する年もあれば、そこまで行かない年もあると
思われるため、表現を再検討いただきたい。また、「橋
梁」や「トンネル」は50年を超えるものを一通りこの目標
値の件整備を行えば対応できる数字であるのか精査し
ていただきたい。

施策（10）

表現を見直しました。
変更前：①整備済延長（ｍ/年）、②橋梁長寿命化事業の
整備橋梁数（橋/累計）、➂トンネル長寿命化事業の整備
済箇所数（箇所/累計）
変更後：①市道の改良延長の累計（kｍ） ※市道整備済延
長：約628km、②点検による健全度がⅠまたはⅡの橋
梁数（橋/累計） ※市内橋梁総数：44９橋、➂点検による
健全度がⅠまたはⅡのトンネル数（箇所/累計） ※市道ト
ンネル総数：8箇所

＜「第３次臼杵市総合計画（骨子案）」に対する意見等の概要及び対応について＞

前回の審議会（3/19.3/24）でいただいたご意見の対応
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№
参考資料3

№ ご意見 該当箇所 対応

10 58
公共交通については、ＪＲとフェリー、バス、タクシーなど
市内公共交通機関との連携について記載する必要があ
ると思うので、検討いただきたい。

施策（13）

民間事業者等との連携についての取組を下記のとおり
追記しました。「鉄道やフェリー、バス、タクシーなどの公
共交通を支える民間事業者と連携し、利用促進を図りま
す。」

11 62
幼少期からしっかりやっていくことは大事と思うので、臼
杵市の取り組む「中学生対象のジュニア防災リーダー養
成」については、ものさしなりに入ってもよいかと思う。

施策（14）
「ジュニア防災リーダー養成人数」をものさしへ追加しま
した。

12 64

消防団の統廃合は、最終手段であるため、その手前の自
治会への依頼や女性消防団の募集を掲げていただきた
い。また、最近問題となる林野火災についての記載がな
いため、目標に掲げるなり検討いただきたい。

施策（15）

「事業所等に働きかけ」という部分に、「自治会」という文
言を追記しました。また、「住宅火災で被害に遭う方は高
齢者が多いため、」を「近年、全国で多発する林野火災へ
の予防対策や」へ修正しました。

13 70

５年後のめざす姿はかなり文章が要約されているように
感じるが、農林水産業は内容が多岐にわたると思われる
ので、農業、林業、水産業で記載を分けることもご検討い
ただきたい。

施策（17）
記載内容を、農業、林業、水産業それぞれで行うよう見直
しました。
（素案P63参照）

14 75
事業承継は中心市街地だけでなく、市内全域にかかる問
題だと思うため、記載を広く読み取れるよう検討いただ
きたい。

施策（18）
市全域に係る問題であることから事業承継にかかる記
載を④中心市街地活性化へ向けた支援から①雇用の確
保、創業支援の充実に移動しました。

15 81
本市の重要な歴史である「リーフデ号」について触れる記
載がないが、問題はないかご確認いただきたい。

施策（19）
本市の重要な歴史である、リーフデ号をはじめとする西
洋との歴史が読み取れるよう、「寺社等の」を「西洋との
交流の」へ修正しました。

16 87
施策名が両方「教育環境の充実」であり、内容をみると環
境に限った話ではないと読み取れるため、再度ご検討い
ただきたい。

施策（20）
施策（21）

それぞれの施策名から「環境」を削除し、
「臼杵大好き”臼杵っこ”をめざした教育の充実」
「社会教育の充実」へ見直しました。

17
88-
90

学びのあるまちの中で、保護者などの家庭の教育力の向
上の部分が出てきてないのでその辺の記載について検
討いただきたい。

施策（21）
主な取組へ「健やかなこどもの育成を図るため、家庭教
育や地域と連携した教育を推進します。」を追加しました。

＜「第３次臼杵市総合計画（骨子案）」に対する意見等の概要及び対応について＞

前回の審議会（3/19.3/24）でいただいたご意見の対応
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№
参考資料3

№ ご意見 該当箇所 対応

18 91
取組方針（３）「本市の文化・芸術活動の拠点である市民
会館の活用」と市民会館のみに限定している記載になっ
ているため、再度検討いただきたい。

施策（22）
方針を「本市の文化・芸術活動の中心拠点である市民会
館の活用」に見直し、市民会館以外にも文化・芸術拠点が
あることがわかるように対応しました。

19 94
取組方針（２）主な取組に「年４回企画展を開催します。」
とあるが、これが目的かされてしまっている気がするた
め、目的をしっかり記載するように検討いただきたい。

施策（22）
「定期的に企画展を開催し、臼杵の歴史についての興味・
関心、理解を深めます。」へ目的を記載するよう修正しま
した。

20
95-
96

施策名の「部落差別問題をはじめとする」という文言が
必要かご検討いただきたい。内容は人権問題と思われる
ため、内容が包含される施策名へご検討いただきたい。

施策（23）

施策名を見直しました。
変更前：部落差別問題をはじめとするあらゆる差別の解
消と人権尊重社会の実現
変更後：人権尊重社会の実現

21 97

「無秩序な開発計画の抑制を図り、」には自然環境や希少
動植物のために行うと読み取れるので、太陽光発電など
の規制について対応をされていれば、その内容も踏まえ
て、検討いただきたい。

施策（24）
「自然景観、」を補記し、太陽光発電などの対応について、
解釈可能な記載へ修正しました。

22 99
現状と課題の中で、唐突に動物愛護のことが出てくるが、
5年後のめざす姿に動物愛護に関する記載も必要ではな
いか、検討いただきたい。

施策（24）

「100年先を見据えた森林整備の推進による森林環境の
保全や自然保護・動物愛護の精神の醸成に取り組むこと
で、経済活動と自然との共生が実感でき、人と動物が愛
情豊かに暮らせる地域社会の実現に近付いています。」
へ内容を修正しました。

23 103

本県では、自転車に関する取組（ヘルメットの着用など）
が積極的に行われていると承知しているため、その内容
に関する取組を実施していれば、わかるような記載を検
討いただきたい。

施策（26）
「交通安全意識を向上させるため、警察や交通安全協会
と連携し、自転車の乗り方などの交通安全教室を開催し
ます。」へ修正しました。

24 105
行財政基盤の強化により市民への恩恵がわかる記載を
検討いただきたい。

施策（27）

市民の方々へ内容が伝わるよう主な取組を「行政手続の
オンライン化や窓口サービスのデジタル化などにより、
「誰一人取り残さないデジタル化」の実現をめざすため、
誰もが利用しやすい」へ修正しました。

― 以上 ―

＜「第３次臼杵市総合計画（骨子案）」に対する意見等の概要及び対応について＞

前回の審議会（3/19.3/24）でいただいたご意見の対応
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パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果

＜概要＞

募集（閲覧）期間 2025（令和７）月４月１１日（金）～５月１２日（月） ※計32日間

閲覧場所

・ 臼杵市役所 臼杵庁舎（場所：秘書・総合政策課）
・ 臼杵市役所 野津庁舎（場所：市民生活推進課）
・ 臼杵市社会基盤整備・災害支援センター（場所：建設課）
・ 臼杵市中央公民館
・ 野津中央公民館
・ 地域振興協議会拠点施設（１８か所）
・ 臼杵市ホームページ

募集方法 ①オンライン ②直接 ➂郵送 ④FAX ⑤メール

意見募集の対象

臼杵市民
・ 市内に住所のある人
・ 通勤・通学している人
・ 事業所などを有する個人又は法人など

＜広報>

文字放送（4/11～5/12） 大分合同新聞（5/8）

＜結果>

広報臼杵4月号（3/37発行）

※実施期間は当初予定より変更

９名の市民から52件のご意見の提出がありました。

分類 件数

（１） 修正対応をおこなったもの 13

（２） 説明対応をおこなったもの 14

（３） 参考とするご意見 26

計 53

※いただいた意見のうち１意見で複数の内容が盛り込まれており、
（１）及び（２）の対応が重複したため53件（1件増）となっています。

＜設置写真> ※一部

南津留地区コミュニティセンター 田野地区コミュニティセンター
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№
参考資料４

№ 該当箇所 ご意見 臼杵市の考え方（案）

1 3
P13

第４章 人口及び財政
の状況 2.財政状況

歳入のうち、地方交付税を含まない市税等の自主財
源の比率がわかる資料の色分け（表現）があると、臼
杵市の人口減少に伴う緊迫した財政状況が具現化さ
れると感じた。

本市の財政状況については、今後の推計などよりわ
かりやすい内容となるよう、いただいたご意見を踏ま
え、自主財源の割合等がわかる資料へ修正いたしま
す。

2 5

P20
第2章 臼杵市のまち
づくりにおける重要な
取組（重点プロジェク

ト）

「well-being」指標、主観的幸福感、生活満足度など
の同義の語句が散見され、わかりにくい文章と感じる。

いただいたご意見を踏まえ、第2章臼杵市のまちづく
りにおける重要な取組（重点プロジェクト）に記載の
「ウェルビーイング」については、わかりやすい内容と
なるよう修正いたします。

3 8

P23
（１）安心して産み育て
るための子育て環境の

充実

「誰もが妊娠・出産・育児に希望をもち」とあるが、と
ても違和感があり、子どもを産む選択を全員がしなけ
ればいけないと勘違いしてしまう可能性がある。 例
えば、「こどもを迎えたいと望む誰もが妊娠・出産・育
児に希望をもち」など追記してみてはどうか。

いただいたご意見を踏まえ、５年後のめざす姿を「こ
どもを迎えたいと望む誰もが妊娠・出産・育児に希望
をもち」へ修正いたします。

4 9

P24
（１）安心して産み育て
るための子育て環境の

充実

◇ 取組方針と主な取組
①地域における子育て支援環境の整備の１番目
「認可保育所・認定こども園等における、幼児教育・保
育環境の充実や教育・保育の質と魅力の向上に努め
ます。」とあるが、前ページの現状と課題に書いてある
内容と同じであり、具体的に何をするのかが見えない
ため、もう少し詳細について検討いただきたい。（臼
杵市ならではの質と魅力の向上方法を記載すると良
いと思う。）

いただいたご意見を踏まえ、「認可保育所・認定こど
も園等に関わる人材の確保やスキルアップに努める
とともに、こどもの「食」（食育）への支援を行います。
また、幼小連携による幼児教育・保育と小学校教育の
なめらかな接続に努めます。」へ修正いたします。

＜「第３次臼杵市総合計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の意見等の概要及び臼杵市の考え方（案）について＞

〇 提出いただいたご意見は、整理・要約しています。

〇 提出いただいたご意見のうち、主なご意見を抜粋して（№1～№13）掲載しています。

パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果
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＜「第３次臼杵市総合計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の意見等の概要及び臼杵市の考え方（案）について＞

№
参考資料４

№ 該当箇所 ご意見 臼杵市の考え方（案）

5 10

P24
（１）安心して産み育て
るための子育て環境の

充実

◇ 取組方針と主な取組
①地域における子育て支援環境の整備の６番目
「小中学校の給食にほんまもん農産物等の地元農産
物を優先使用するなど、」とありますが、現在市内のこ
ども園も積極的にほんまもん農産物を使用している
ため、こども園も含めた内容にしてはどうか。
また、この文脈で「より安全で」と記載すると、ほんま
もん農産物＝安全、地元以外のその他野菜≠安全で
はない、と思われてしまう可能性があるため、「安心で
充実」ではなく「地域の素材を積極的に活用して充実
した」など、検討の余地があるかと思う。

ご指摘のとおり、認可保育所・認定こども園等でも食
育には取組を行っているため、９番のご指摘での修正
のなかで、食育に関する内容を掲載します。
また、「より安全で」と記載すると、ほんまもん農産物
以外の農産物が安全ではないとの誤解を与えてしま
う可能性あるため、ご指摘の内容を踏まえ、「小中学
校の給食にほんまもん農産物等の地元農産物を優先
使用するなど、地産地消の推進と併せて充実した学
校給食の提供に取り組むとともに、食育の推進を図り
ます。」へ修正いたします。

6 12
P26

（2）生涯を通じた健康
な生活習慣の推進

◇ 現状と課題 に様々な内容があるが、特に肥満傾向
にある小学5年生や高血糖の方が多いことに関して
は、何か原因や理由があるのかと思う。その分析をし
ないまま、◇ 取組方針と主な取組 にある内容を実施
しても効果は薄いのではないか。より詳しい現状の分
析を行い、臼杵の現状にあった指導や予防を実施す
ることを取組に追加してはどうか。

健康課題の解決には生活習慣や食習慣等の現状把握
や課題分析が大切であると認識しており、現在でも、
健診時の問診や保健指導の結果等から課題の分析等
に取り組んでいます。ついては、いただいたご意見を
踏まえ、取組方針と主な取組⑦基本的生活習慣や運
動習慣の定着促進へ「訪問や保健指導で得た生活習
慣の実態や、各種統計調査等を活用した医療費分析
や健診結果の分析を通して健康課題を抽出し、課題
に応じた対策を検討・実施していきます。」を追加いた
します。

7 26
P61

（１６）食文化創造都市
臼杵の確立

◇ 現状と課題の３番目
「市内の小中学校や高等学校と連携した」とるが、こど
も園との連携も必要ではないか。

本市の食文化に対するシビックプライド醸成に向けた
取組として、教育や保育機関の教員や担当者に対して、
本市の食文化を体験し理解する機会を提供し、こども
や保護者が食文化を学べる教育を促進することとし
ていることから、最上位計画である総合計画において
も、幼児を対象とした教育機関、保育機関を含んだ表
現【郷土愛を育む】を現状と課題の３項目目に追加し
ます。

パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果
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＜「第３次臼杵市総合計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の意見等の概要及び臼杵市の考え方（案）について＞

№
参考資料４

№ 該当箇所 ご意見 臼杵市の考え方（案）

8 28
P63

（1７）持続可能な農林
水産業の確立

◇ 現状と課題の３番目
「また、有機農産物の安定的な生産と供給、販売価格
の適正化に向けて、少量多品目栽培から中量特定品
目栽培への経営転換を検討する必要があります。」と
あるが、この記載だと少量多品目栽培は農家として成
り立たないと思われるかと思う。有機農産物の魅力は
少量多品目にもあると思うため、農業の多様性を失
わない内容に検討いただきたい。

本内容は、少量多品目栽培と中量特定品目栽培のど
ちらかのみの経営を絶対視するものではありません
が、ご意見のとおり「少量多品目栽培は農家として成
り立たない」と読み取れる可能性もあります。
いただいたご意見を参考に、「少量多品目栽培から中
量特定品目栽培への経営転換等の生産規模に応じた
検討をする必要があります」へ一部修正いたします。

9 29

P63
（1７）持続可能な農林

水産業の確立

昨年から米の価格高騰により、米生産への需要が高
まっており、地域計画策定時と異なり、担い手の確保
と農地の集約化と併せ、遊休農地や耕作放棄地を水
田として復活利用することが、一層求められる状況に
ある。そのため、◇ 取組方針と主な取組①持続可能
な農林業の振興の４番目「地域計画に基づき担い手
の確保」の後に、「遊休農地や耕作放棄地の拡大防止
とその解消」を追記いただきたい。
また、これに伴い、◇現状と課題の４番目「遊休農地や
耕作放棄地が拡大しており、」を「地域計画～」の前へ
追記いただきたい。
また、ここ数年、米作りにかかる燃料や肥料代等は高
くなってはいるが、昨年からの米の価格高騰により、
米農家は収益があがるようになった。畑が水田より収
益率が高いとは言い難い状況となっているため、◇
現状と課題の３番目「水田畑地化による」を削除いた
だきたい。

昨年から米の価格は上昇傾向にありますが、生産者にお
いては燃料費や肥料代の高騰により、大きな収益にはつ
ながっていないのが実情です。また、既に遊休農地化し
た水田も点在しており、優良な畑地の不足などを踏まえ
ると、そうした水田を有効に活用する手段として、実情
に応じた畑地化の推進は必要です。
そのため、該当箇所については、いただいたご意見を踏
まえ、「遊休農地化した水田の畑地化による高収益作物
への転換や」と修正いたします。

パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果
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＜「第３次臼杵市総合計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の意見等の概要及び臼杵市の考え方（案）について＞

№
参考資料４

№ 該当箇所 ご意見 臼杵市の考え方（案）

10 30

P63-64
（1７）持続可能な農林

水産業の確立

臼杵市は長年、「うすき夢堆肥」の製造と普及を通じ
た土づくりから始める持続可能な農業を推進し、「健
全な農産物は、健全な土から」という理念のもと、化
学肥料に依存しない環境配慮型の農業を市の特色あ
る施策として位置づけてきた。この特色ある取組をさ
らに発展させる方向性を一層明確に打ち出していた
だきたい。そのために、下記5つについて、検討いた
だきたい。
（４）施策(16)「食文化創造都市臼杵の確立」と施策
(17)「持続可能な農林水産業の確立」の連携につい
て、より明確に記述していただきたい。
（５）施策(24)「環境保全・気候変動対策の推進」にお
いて、有機農業そのものが環境保全や気候変動対策
に大きく寄与する点を明確に位置づけていただきた
い。施策(24)の取組方針「①多様で健全な森林への
誘導」の中で「間伐材を土づくりセンターの原料として
積極的に活用します」とあるが、 間伐材の利用につ
いては、まずは建材など高付加価値での利用を優先
し、建材等に適さない部分を土づくりセンターの原料
として活用するというカスケード利用の考え方を明確
にしていただきたい。

ご認識のとおり、本市では「うすき夢堆肥」による「土づ
くり」に重点を置いた施策の展開を図り、環境に配慮し
た循環型農業を推進しています。いただいた５つの具体
的な提案につきまして、下記のとおり回答いたします。
（４）いただいたご意見を参考に、５年後のめざす姿にユ
ネスコ創造都市ネットワークとの連携を次のとおり追記
いたします。「農業においては、新規就農者の確保・育成
に向けた研修制度の充実、技術の向上を通じて農業所
得の増加を図るとともに、農地集約化の推進や環境に
配慮した農業を振興し、安全・安心な農産物が供給され
ており、ユネスコ創造都市ネットワークの活動を通じて
世界に発信しています。」
（５）有機農業そのものが環境保全や気候変動対策に大
きく寄与する点及び間伐材を土づくりセンターの原料と
して積極的に活用する内容につきましては、「第2次ほん
まもんの里みんなでつくる臼杵市食と農業基本計画」第
3章実施計画 「４環境に配慮した農業の推進」の中で明
記しています。間伐などの整備で搬出された未利用材な
どは、土づくりセンターの原材料として有効活用し、また、
カスケードセンターにおいても山林から搬出した材の中
間土場や土づくりセンターで使用する未利用材の置き場
としても活用できるようにしていきたいと考えています。
いただいたご意見を踏まえ、「間伐等によって出た未利
用材を土づくりセンターの原料として積極的に活用しま
す。」へ一部追記いたします。

パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果
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＜「第３次臼杵市総合計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の意見等の概要及び臼杵市の考え方（案）について＞

№
参考資料４

№ 該当箇所 ご意見 臼杵市の考え方（案）

11 32
P64

（1７）持続可能な農林
水産業の確立

◇ 取組方針と主な取組
②活力ある農林水産業の振興の４番目
「女性就農者確保」とあるが、なぜ女性限定なのか。女
性が就農したら活力があるという意味であれば、とて
も違和感がある。課題の解決のためには「若手就農者
確保」がより現実味があると思う。

女性の活躍推進をはじめとする「性別にかかわりなく
多様な担い手が活躍できる環境の整備」は、さまざま
な視点や能力をその分野に取り入れることができ、生
産性が高く持続可能な社会の実現につながります。女
性就農者への支援についても同様に、女性の農業参
画を後押しする目的で記載しておりましたが、ご指摘
のとおり前後の文脈からは、先に述べた趣旨が伝わり
にくい可能性があるため、「就農者確保のための多様
な支援や担い手同士の交流の促進に取り組みます。」
へ修正いたします。

12 39

P69
（1９）観光資源の魅力
向上と持続可能な観光

の実現

◇ 現状と課題の３番目
「令和滞在時間の」とあるが、これは誤字か。

いただいたご意見のとおり、誤植のため「令和滞在時
間」を「滞在時間」へ修正いたします。

13 52
P94

（2７）行財政基盤の強
化

◇ 取組方針と主な取組
②組織改革と人材確保・育成の推進
人材確保・育成のためには、職員の育成だけではなく、
市職員１人１人に寄り添った、働きやすい・働きたいと
思える職場環境作りに対する取組が必要と考える。

ご指摘のとおり、職員の育成だけではなく、働きやす
い・働きたいと思える職場環境作りは必要であると考
えております。
取組方針と主な取組②組織改革と人材確保・育成の
推進の中に、「働き方改革を推進し、すべての職員が
いきいきと活躍できる職場環境の整備に取り組みま
す。」を追記いたします。

― 以上 ―

パブリックコメント（4/11～5/12）の実施結果
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№ 該当箇所 対応

1
第１章

総合計画の概要
第3次臼杵市総合計画は、次に掲げる3つの基本方針のうち、「（3）10年後のその先を見据えたまちづくり」のタイトルを
について、わかりやすくポジティブな印象となるよう「（3）10年先、さらにその先を見据えたまちづくり」へ見直しました。

2
第２章

社会情勢の変化

本市への影響が大きい社会情勢から順に記載を見直しました。
変更前：1.想定を上回るスピードで進む人口減少、2.地球環境問題の深刻化と自然災害の脅威、3.デジタル社会の進展
4.グローバル化の進展
変更後：1.想定を上回るスピードで進む人口減少、2.デジタル社会の進展、3.グローバル化の進展、4.地球環境問題の
深刻化と自然災害の脅威

3 施策（18）
人材不足や働き方改革が課題となっており、今後は企業の男性育児休業取得や女性管理職の登用などダイバーシティ経
営が求められると想定されるため、それに該当する◇現状と課題及び◇取組方針と主な取組を追記しました。

4 施策（18） 主な取組として、「地域通貨」の導入を検討する旨の内容を追記しました。

5 施策（20）

◇現状と課題及び◇取組方針と主な取組へ、進学などで臼杵から出ていくこどもに対する支援を継続して、臼杵との繋
がりを感じたり、また帰ってきたくなるような、ふるさと臼杵への愛着を育む「ふるさと教育」に関する項目を追加しまし
た。
※審議会委員指摘事項№83該当

6 施策（27）
№3施策（18）の「ダイバーシティ経営」の記載に伴い、本市においても、多様な人材の確保に向けた、働き方改革やすべ
ての職員がいきいきと活躍できる職場環境の整備を行う必要があるため、該当する内容を追記しました。

臼杵市総合計画審議会の委員の皆様からご意見を踏まえ、再度西岡市長と協議（4/9）を行い、下記の箇所について見直しを行いました。

その他

― 以上 ―


